
様式第２号（第４条第１項関係） 

会 議 結 果 概 要 

会 議 の 名 称 令和４年度 第１回 古河市障害者自立支援協議会 

開 催 日 時 令和４年７月２１日（木）午後１時３０分～午後４時００分 

開 催 場 所 古河市総和福祉センター「健康の駅」２階 視聴覚室１・２ 

出 席 者  

（委 員）今井委員、古見委員、諏訪委員、大髙委員、清水委員、木塚委員、

和田委員、落合委員、阿久津委員、大村委員、中山委員、赤荻委員、

安田委員 

（事務局）谷口課長、小室課長補佐、忍田課長補佐、高橋課長補佐、伊藤係長、 

安川係長、市川係長、三村係長 

杉野所長、石田係長（基幹相談支援センター） 

議     題 

１ 専門部会活動報告 

・障がい児支援専門部会 

・障がい者相談・就労支援専門部会 

・障がい者にやさしいまちづくり専門部会  

２ 第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画実績報告 

３ 第４期古河市障害者基本計画策定について 

４ 古河市地域生活支援拠点等整備について 

５ その他 

審 議 の 内 容 

１ 各専門部会の活動状況について、事務局より報告。 

 ◎障がい児支援専門部会：令和 2 年度より検討してきた、障がい児支 

援に特化したガイドブックの年度内完成を目指す。 

 ◎障がい者相談・就労支援専門部会：令和 3 年度にはたらくガイドブ 

ックの見直しについて協議。昨年度はコロナの影響で更新ができ

なかったので、速やかに更新を実施する。また、昨年度に引き続

き障がい者雇用に関する企業アンケートについて協議していく。 

 ◎障がい者にやさしいまちづくり専門部会：令和 3 年度より古河市地 

域生活支援拠点の整備に向け協議、調査(アンケート)実施。令和 4 

年 4 月に先進地(柏市)視察研修実施、5 月には中間報告書、アンケ 

ート結果、視察報告書を踏まえ、現状と課題について協議を実施。 

   

【委員からの主な要望や質問、意見】 

 ・はたらくガイドブックの見直しについては事業所の意向をよく確認 

すること。また、特別支援学校生などに向け、コラムや補足説明な 

どの掲載があると理解しやすいのでは。 

  ・障がい者の一般企業での就労が増加しており、アンケート調査によ 

って、企業のサポート・バックアップが出来るとよい。 

  ・民法改正による 18 歳成人、様々な課題が挙がってくると思うので、 

障がい児支援の専門部会で大きく捉え、協議していただきたい。 

２ 第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計画実績について、事務局より 



報告。 

   

【委員からの主な要望や質問、意見】 

   Q．(施設入所者の地域移行について目標に達していないが)施設入所

者の個別の状況を把握しているか、個別の事情を調査しているか。 

   A．一人一人の状況については相談員からモニタリングなどで報告

があり、把握している。 

・個別の事情を把握し、移行への可能性がある方については体験など

を利用して、新しい人生に歩み出せるようサポートを。 

  ・コロナ禍での対応、クラスターが発生した施設があったのか、その 

場合の困難事例などは事務局で把握しているのか。こういった危機 

的状況にこそ地域のサービス力が試される。そういったことを具体 

的にまとめて示してほしい。 

 

３ 第４期古河市障害者基本計画策定について、事務局より策定方針につい

て説明。また、策定スケジュール及びアンケート・ヒアリング調査に

ついて、調査受託業者：㈱ぎょうせい担当者より説明。 

 

【委員からの主な要望や質問、意見】 

  ・アンケート項目、災害や緊急時がまとめられているが、別のカテゴ

リーなので分けて欲しい。内容についてもう少し精査して欲しい。 

  ・障害者基本計画では、障がい者が全ての生活場面で暮らしやすいよ 

うに、差別なく平等に、という事が主眼になるので、例えば情報入 

手についての項目では、障がい者施策の情報に限定せず、幅広に設 

定すると情報アクセシビリティの部分が把握できるのでは。 

  ・当事者アンケートについては、文言を分かりやすく。難しい言葉に

は説明を。 

 

４ 古河市地域生活支援拠点等整備について、事務局より昨年度までの協議内

容及び整備方針について説明。 

  ・古河市地域生活支援拠点～KOGA ONE TEAM SUPPORT～の提案 

  

【委員からの主な要望や質問、意見】 

  ・拠点整備により、たちどころに良くなるというわけではなく、いろ

んな立場の方から意見を集約したり、議論が出来たり、そんな体制

をまずはつくっていこう、という提案と理解している。   

 

５ その他 特になし 

問 合 せ 先 

（事務局） 

古河市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい対策係 

TEL 0280-92-4919（内線 133） 

備     考  

 


